
　誰であっても｢死｣や｢老い｣を避けることはできません。まだまだ先の事と思っていても不慮の事故や病など
で突然意思表示もできなくなる…ということもありえます。そうなれば残された家族は大変な負担を強いられて
しまいます。
　いざというときに備え、あなたの意志をエンディングノートに残しておきましょう。エンディングノートは遺言
書と違い法的な効力こそありませんが、逆に決まった形式もなく好きなように残しておくことができます。元気
なうちにあなたの意志を書き留めておくことであなた自身の安心とご家族の負担軽減につながります。

株式会社サイネックスによる編集記事ページです このページは有料広告ページです

●保管について
　エンディングノートは銀行口座などの資
産情報をはじめ非常に重要な個人情報の
塊です。保管には細心の注意を心がけま
しょう。

●エンディングノートの存在を
　知らせておく
　せっかくエンディングノートを作成し
ても家族がその存在を知らなかったら意
味がなくなってしまいます。

●財産について
　エンディングノートには法的効力がな
いので遺産分与で遺族がもめる恐れがあ
ります。財産に関しては別に正式な遺言書
を準備しておきましょう。

※掲載の記事に関しましては、一般的な見解を示したものであり、全てのケースにあてはまるものではありません。

　預貯金やクレジットカードな
どの口座情報はもちろん不動
産や有価証券などの金融資産
も詳細に残しておきましょう。
また、プラスの資産だけでな
く借金などマイナスの情報も
忘れてはいけません。

【財産・資産について】

　葬儀の出し方は遺族の悩みどころです。葬儀
の実施方法や費用、知らせる人のリストなどを
明記しておくと遺族の負担が軽くなります。ど
の写真を遺影に使うかも残しておくと良いで
しょう。また、お墓のことが決まっていればその
情報も示しておきましょう。

【葬儀・お墓について】

　遺品を形見分けしたい
ときは品名・譲渡先を網
羅したリストを残しておき
ましょう。また、最近はパ
ソコンなどにデジタルな
遺品を残すケースもあり
ます。そうしたものへの対
処も残しておきましょう。

【遺品について】

　生命保険をはじめとした
各種保険の情報を残してお
きましょう。また、個人年金
や企業年金に加入している
人はその情報も残しておき
ましょう。

【保険や私的年金などについて】

　いざというとき知らせ
て欲しい親戚・知人・友
人がいればそのリストを
残しておきましょう。

【親戚・友人・知人について】
　氏名・生年月日・住所・
電話番号（緊急連絡先を含
む）・血液型など一通りの
情報を記載しておきましょ
う。現在かかっている病気
や常用している薬、通院先
も示しておくと親切です。

【自分のことについて】

　延命治療が必要になったときの対処を残し
ておきましょう。口頭だけですとあなたの意志
だとしても延命を打ち切った人が他の遺族か
ら糾弾されるおそれがあります。
　死後、遺体などを献体として提供する意志が
あればその旨も記しておきましょう。

【延命・献体について】

　携帯電話やネットなどの会員
サービスなどを利用している場
合はアカウントやパスワードな
どの情報と共に対処方法も指
示しておきましょう。

【解約などについて】
　十分な法的効力を持つ遺
言書を作成するのは素人で
は難しいものです。弁護士
などに相談し、アドバイスを
受けましょう。遺言書を作成
したときはその存在をあき
らかにし、保管場所を示して
おきましょう。

【遺言書について】

エンディングノートの注意点

エンディングノートを準備しませんか？

永代供養
樹木葬など

墓じまいも立派な先祖供養
　近年、墓地の維持が難しく
なる家が増えています。故郷を
離れ、家庭を築いた子供たち
にとって地方の墓地の管理は
簡単ではありません。加えて少
子化・非婚化によって、お墓の
継承そのものが難しくなって
います。継承者のいなくなった
お墓はいずれ撤去され、遺骨
は無縁仏になってしまいます。
そのような事態を防ぐため「墓
じまい」という選択を考えてみ
てはいかがでしょうか。

　墓石の代わりに樹木や花壇な

どをモニュメントとした埋葬方法

です。やがて土にかえり、自然のな

かで眠りにつくというスタイルで、

新しいタイプの墓地として選ばれ

るケースが増えています。

　先祖代々のお墓を守り続けた

いという気持ちは尊いものです。

ご先祖様が無縁仏になってしま

わないよう、墓じまいをすることも

供養のひとつです。親類・縁者と

よく話し合って決めることをおすす

めします。

遺骨を自宅で供養します。

骨壺などに遺骨を納めて自宅
で供養します。ただし、墓地以外
への遺骨の埋葬は法律で禁じら
れているため、庭に埋めるといっ
たことはできません。

手元供養
遺骨を海洋などに撒いて
自然にかえします。
　散骨する際は必ずパウダー状
に粉砕加工しなければなりませ
ん。未加工で行うと死体遺棄に
問われることがあります。また、
場所についても許可が必要な場
合や自治体で規制されている場
合もあります。事前に専門の業
者などに相談した方がよいで
しょう。

散 骨
　今あるお墓を片付け
て、管理のしやすい場所
に移転したり、将来は施
設に供養・管理を委任で
きるタイプのお墓に埋葬
しなおしたりします。

改 葬

※森林に散布する散骨としての樹木
葬もありますがここでは「埋葬」す
るものを指しています。

樹木葬
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〒543-0001　大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目3-15
TEL：06-6766-3360 FAX：06-6766-3345
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